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令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金 

《申請の手引き》 

 

 

 

  

【申請期間】 

令和 8年 6 月 15 日（月）～ 8 月 31 日（月）17:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

令和８年６月８日（第１版） 

高槻市 歴史にぎわい部 産業振興課 
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１．支援制度の概要 

趣旨 

高槻市は原油の価格や供給の見通しが不透明な中、事業継続に取り組む運送事業者の皆様を

支援するため、市独自の支援金制度を実施します。 

 

対象者 

次のすべてに該当する事業者が支援対象です。 

① 貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業また 

は貨物軽自動車運送事業を営む者であること 

② 中小企業信用保険法第２条に規定する中小企業者であること（資本金３億円以下または 

従業員数３００人以下） 

③ 令和８年６月１５日までに市内で事業を開始していること 

④ 受給後も事業継続の意思を有すること（申請日時点で高槻市内に事業所が無い方、なく

なる予定の方は対象外） 

⑤ その他、当支援金交付要綱を遵守すること 

 

支援金額 

一般・特定貨物自動車運送事業者は左の表、貨物軽自動車運送事業のみの登録者は右の表で

それぞれ算定します。車両の区分詳細は５ページをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※車両の区分詳細は５ページ 

※一般・特定、軽のいずれも、台数は令和８年３月３１日時点で運輸局に届出されているも 

のに限りますが、令和８年４月１日以降に開業された方は令和８年６月１５日時点の登録

台数での申請となります。 

※一事業者１回限り 

 

 

 

 

 

  

【一般・特定】 【軽】

車両台数ごとの支援金額 車両台数ごとの支援金額

区分 台数 交付金額 区分 台数 交付金額

1 0 10万円 軽1 0 5万円

2 1~10 40万円 軽2 1~10 20万円

3 11~20 80万円 軽3 11~20 40万円

4 21~30 120万円 軽4 21~30 60万円

5 31~40 160万円 軽5 31~40 80万円

6 41~50 200万円 軽6 41~50 100万円

7 51~60 240万円 軽7 51~60 120万円

8 61~ 280万円 軽8 61~ 140万円
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申請方法 

① 高槻市よりご案内の通知を受け取られた方（令和８年３月３１日時点で高槻市内で貨物

自動車運送事業の経営許可を取得されている事業者、または令和４年度に高槻市運送事

業者物価高騰対策支援金を受けた貨物軽自動車運送事業者） 

 ⇒案内に同封の申請書に必要事項を記載し、郵送で提出してください。 

   申請書の記入方法は７ページ（貨物軽自動車の方は１１ページ）をご覧ください。 

 

② ①以外の方（令和４年度に高槻市運送事業者物価高騰対策支援金を受けなかった貨物軽

自動車運送事業者、令和８年４月１日以降に開業した新規事業者 など） 

 ⇒次ページ以降の条件等を確認し、高槻市ホームページより申請書をダウンロードの 

うえ、郵送で提出してください。 （ホームページ検索 ID：079278） 

 

 

交付の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 申請書と必要な添付資料を郵送にてご提出いただき

ます。 

 ご提出された申請書は順次確認いたします。 

 資料の不備・不足等により市からご連絡させていた

だく場合があります。 

 内容に問題がなければ手続きを進めます。 

 この際、特に市からのご連絡等はありませんのでご

了承ください。 

 申請書及び資料に問題が無い場合、ご提出から概ね

４週間程度で振込の予定です。 

 市からの通知等はございませんので口座にてご確認

願います。 

①申請書提出 

②内容確認 

③交付決定 

④交付（振込） 



4 

 

 

２．支援対象車両 
 

 支援金の算定根拠となる車両は、道路運送車両法に基づき、運輸局に提出しているものに準じます。 

  

 

【一般・特定】 

区 分 普通自動車 小型自動車 

構造 

車輪 4 輪以上 4 輪以上 3 輪 2 輪 

長さ(m) 

幅(m) 

高さ(m) 

小型自動車より 

大きいもの 

4.7 以下 

1.7 以下 

2.0 以下 

3 輪の軽自動車 

より大きいもの 

2 輪の軽自動車 

より大きいもの 

エンジンの 

総排気量(cc)※ 
同上 

660 をこえ 

2,000 以下 

660 を 

こえる 

250 を 

こえる 

 

【軽自動車】 

区 分 軽自動車 

構造 

車輪 3 輪以上 2 輪 

長さ(m) 

幅(m) 

高さ(m) 

 3.4 以下 

 1.48 以下 

 2.0 以下 

2.5 以下 

1.3 以下 

2.0 以下 

エンジンの 

総排気量(cc)※ 
 660 以下 

125 をこえ 

250 以下 

 

【留意事項】  

※ディーゼルエンジンの場合は排気量の適用がありません。 

※牽引車（トラクター）、については「普通自動車」として計上します。 

※次の車両は対象外です。 

 ・被牽引車（トレーラー） 

 ・大型特殊自動車（ロードローラー、ブルドーザー） 

 ・小型特殊自動車（農耕トラクター、フォークリフトなど） 

 ・原動機付自転車（125cc 以下のミニバイク、バイク） 
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３．提出書類 
 支援金の申請書は４種類あります。以下をご確認のうえ、該当する様式をお使いください。 

  

①令和４年度に高槻市運送事業者物価高騰対策支援金を受けられた一般・特定貨物自動車運送事業者 

→ 様式１－１を６月上旬にお送りしています。7 ページの「記入例①」を参考にご申請ください。 

    記載内容に変更・修正がある場合は、その内容に応じて下表の資料を添付してください。 

   【記載内容修正用添付資料一覧】 

分類 修正等の内容 添付書類 

法人 
所在地 

□ 運送事業経営の許可書および事業施設変更認可申請書（控） 

  ※所在地変更により高槻市内の事業所がなくなった場合は対象外 

法人名・代表者 □ 商業・法人登記情報 または 履歴事項全部証明書 

個人 

所在地 
□ 運送事業経営の許可書および事業施設変更認可申請書（控） 

  ※所在地変更により高槻市内の事業所がなくなった場合は対象外 

屋号 書類不要 

代表者氏名 
同一人物であることがわかる書類 ※別人への変更は不可 

□ 戸籍 または 住民票（苗字等の変更がわかるもの） 

    また、振込口座を変更される場合は通帳等、口座情報の分かるものを必ず添付してください。 

 

 

②令和４年度に①の支援金を受けなかった一般・特定貨物自動車運送事業者 

 → 9 ページの「記入例②」を参考に様式１－２をご使用ください。 

   なお、令和８年３月３１日時点で経営確認ができた事業者様には６月上旬に様式をお送りしていま

すのでそちらをご利用のうえ、次の（１）～（３）を揃えてご提出ください。 

   （１）令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金交付申請書兼請求書（様式１－２） 

   （２）口座情報の分かるもの（預金通帳等の写し） 

   （３）記載内容に変更・修正がある場合は上記「記載内容修正用添付資料一覧」のとおり 

 

   令和８年４月１日以降に開業された方は産業振興課までお問い合わせください。 
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③令和４年度に①の支援金を受けられた貨物軽自動車運送事業者 

→ 様式１－３を６月上旬にお送りしています。11 ページの「記入例③」をご参照のうえ、次の（１）

～（５）を揃えてご提出ください。 

  （１）令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金交付申請書兼請求書（様式１－３） 

  （２）貨物軽自動車運送事業経営届出書（控） 

  （３）運送事業用の自動車検査証（台数分）※125cc 超 250cc 以下の軽二輪車は軽自動車届出済証 

  （４）記載内容に変更・修正がある場合は、その内容に応じて下表の資料を添付 

分類 変更等の内容 添付書類 

法人 法人名・代表者 □ 商業・法人登記情報 または 履歴事項全部証明書 

個人 

屋号 書類不要 

代表者氏名 
同一人物であることがわかる書類 ※別人への変更は不可 

□ 戸籍 または 住民票（苗字等の変更がわかるもの） 

     ※住所の変更は（２）貨物軽自動車運送事業経営届出書（控）で確認します 

   （５）振込口座を変更される場合は通帳等、口座情報の分かるものを添付 

 

 

④令和４年度に①の支援金を受けなかった貨物軽自動車運送事業者 

  → 13 ページの「記入例④」を参考に様式１－４をご記入のうえ、次の（１）～（４）を揃えてご提出

ください。 

  （１）令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金交付申請書兼請求書（様式１－４） 

  （２）貨物軽自動車運送事業経営届出書（控） 

  （３）運送事業用の自動車検査証（台数分）※125cc 超 250cc 以下の軽二輪車は軽自動車届出済証 

    （４）口座情報の分かるもの（預金通帳等の写し） 
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様式第１―１号（第４条関係） 

 

令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金交付申請書兼請求書 

（令和４年度支援金受給者用） 

 

令和８年６月１５日 

（あて先）高 槻 市 長 

申請者   高槻市桃園町２－１ 

 株式会社 高槻運送 

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾀｶﾂｷ ﾀﾛｳ        

代表者 高槻 太郎        

 

代表者の生年月日（西暦） １９●●年 ●月 ●日 

  

原油の供給が不安定になっていることの影響を受けているため、令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金

の支給を受けたいので、同支援金交付要綱第４条の規定により、次のとおり申請及び請求をします。なお、裏面（誓

約事項）記載事項について、その内容を確認したうえで、同意します。 

 

１ 交付申請額  ４００，０００円  

  申請内訳（詳細は裏面下部【参考：車両区分について】に記載） 

(1)普通自動車 ５台 合計（(1)＋(2)） 

(2)小型自動車 ２台 ７台 

  ※令和８年３月３１日時点で、運輸局に登録されている台数を記載しています。 

  ※上記車両に電気自動車が含まれる場合は、その台数を記入してください。（０台） 
 

２ 申請者情報 

 

 

 

 

３ 支援金振込先（いずれか１つにチェックを入れてください） 

☑①令和４年度と同じ口座（高槻銀行 口座番号******）に振り込んでください。（裏面記入不要） 
 

□②令和４年度と異なる口座に振り込んでください。（裏面に振込先口座を記入・貼付してください） 

 

４ 添付資料 

  (1) 法人名・代表者等を訂正した場合、その内容がわかるもの（変更・訂正をした場合のみ） 

  (2) 通帳等の写し（３支援金振込先で①を選択した場合は添付不要です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号：4000 

  

代表者印 

㊞ 

資本金（法人のみ） １，０００万円 従業員数 １５人 

ご担当者名（カタカナ） 総務課 ヤマダ 電話番号 072-674-7411 

運送４ 

この書類は令和８年３月３１日現在、高槻市内に運送事業所を有する事業者のうち、令和４年度

に「高槻市運送事業者物価高騰対策支援金」をご申請いただいた方にお送りしています。 

上の内容をご確認のうえ、申請される方は代表者印（いわゆる丸印）を押印のうえ、太枠の中を

ご記入いただき、ご返送ください。 

【申請期限】令和８年８月３１日（月）１７：００（郵便は当日消印有効） 

→黄色の部分は必ず

ご記入・押印いただ

く項目です。 

印 →該当者のみご記入

いただきます。 

印字内容を修正する場合は同封の

「お知らせ」の裏面を参考に訂正・

添付してください。 

資本金 3 億円超かつ従業員 300

人超の大企業は対象外です。 

資本金 3 億円超かつ従業員 300 人

超の大企業は対象外です。 

①または②にチェックを入れてください。 

②の場合は裏面も必要です。 

金額・台数の変更はできません。 

金額・台数の変更はできません。 

電気自動車がある場合は欄外に記入してくだ

さい。 

金額・台数の変更はできません。 

電気自動車がある場合は欄外に記入してくだ

さい。 

代表者印（いわゆる丸印）

を押印してください。 

４． 記 入 例 ① 
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【振込口座を変更する方】 

令和８年度 振込先口座 
金融機関名 支店名 分類 口座番号（右詰めでお書きください） 

1.銀  行 

2.信用金庫 

3.(   ) 

本・支店 

本・支所 

出張所 
1 普通 

2 当座 

3 その他 
       

金融機関 

コード     
支店 

コード    

口座名義 

(カタカナ) 
 

※ 口座名義が法人名または代表者名と異なる場合は、以下の欄に代表者が署名・押印（認印）してください。 

 

上記口座に振り込むことを承諾します。 （代表者役職・氏名）                     ㊞  

  ↓ 口座を変更する方は、必ず通帳等の写しを貼付してください。 

 

 ※通帳等のコピー貼り付け欄（通帳は、表紙をめくった最初のページをコピーし貼り付けてください） 

 

 

 

 

貼 付 欄 

 

 

 

 

貼付書類：通帳等の写し（令和４年度に給付を受けた方で、口座を変更しない方は貼付不要） 

 

誓 約 事 項 
１ 令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金交付要綱を遵守します。 

２ 申請日現在、高槻市内で事業を継続して行っており、今後も事業継続を図ります。 

３ 申請台数は、令和８年３月３１日現在（４月１日以降の新規事業者は６月１５日時点）で運輸局に登録されている台数で

す。その他当申請書に記載の申請内容に偽りはありません。 

４ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等（以下「代表者等」という。）が、高槻市暴力団排除条例第２条

第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に規定する暴力団密接関係者ではありません。 

５ 上記４のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにそのことを市に届け出るとともに、該当の有無に関して調査が

必要となった場合には、高槻市が求める必要な情報及び資料（法人の役員名簿等）を遅滞なく提出します。 

６ 調査等の結果、上記４のいずれかに該当することが判明した場合は、要綱第９条に基づき、支援金の交付を取り消される

こと、及び要綱第１０条並びに第１１条に基づき、支援金の返還が必要なことを確認しています。 

７ 高槻市に提出した資料等を、市が大阪府警察本部又は高槻警察署へ提供し、意見を聴くことに同意します。 

８ 同一の事業者として支援金を二重に受給するなど、その他市長が不適正と認めるときは、交付要綱に基づく返還を行いま

す。 

 

【参考：車両区分について】道路運送車両法に基づき、運輸局に提出しているものに準じます。 

区 分 普通自動車 小型自動車 軽自動車 

構造 

車輪 4 輪以上 4 輪以上 3 輪 2 輪 3 輪以上 2 輪 

長さ(m) 

幅(m) 

高さ(m) 

小型自動車より 

大きいもの 

4.7 以下 

1.7 以下 

2.0 以下 

3 輪の軽自

動車より大

きいもの 

2 輪の軽自

動車より大

きいもの 

3.4 以下 

1.48 以下 

2.0 以下 

2.5 以下 

1.3 以下 

2.0 以下 

エンジンの 

総排気量(cc)※ 
同上 

660 をこえ

2,000 以下 

660 を 

こえる 

250 を 

こえる 
660 以下 

125 をこえ 

250 以下 

※ディーゼルエンジンの場合は排気量の適用なし。 

※牽引車（トラクター）については「普通自動車」として計上します。 

※被牽引車（トレーラー）については計上しません。 

※大型特殊自動車や小型特殊自動車、125cc 以下のバイクは対象外です。 

  

表面３「支援金振込先」で②を選択された方は必ずご

記入のうえ、 

預金通帳、または当座勘定照合表など口座情報が確認

できる紙面を添付してください。 
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様式第１―２号（第４条関係） 

 

令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金交付申請書兼請求書 

（新規申請者用） 
 

令和８年６月１５日 

（あて先）高 槻 市 長 

 

住   所 
 

〒569-0067 

高槻市桃園町２－１ 

法人名・屋号・商号 
株式会社高槻運送 

（フリガナ） 

代表者役職・氏名 

（ タカツキ タロウ ） 

代表取締役    高槻 太郎  ㊞   

生年月日 （西暦） １９●●年 ●月  ●日 

 
  

原油の供給が不安定になっていることの影響を受けているため、令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金

の支給を受けたいので、同支援金交付要綱第４条の規定により、次のとおり申請及び請求をします。なお、裏面（誓

約事項）記載事項について、その内容を確認したうえで、同意します。 

 

 

１ 交付申請額   ４００，０００円 

  申請内訳（詳細は裏面下部【参考：車両区分について】に記載） 

(1)普通自動車 ５台 合計（(1)＋(2)） 

(2)小型自動車 ２台 ７台 

※令和８年３月３１日時点で、運輸局に登録されている台数を記載しています。（令和８年４月１日以降に事業所を設置した場合は 

６月１５日までに運輸局に登録した台数を記載してください。） 

※軽自動車の台数は記入していただく必要はありません。 

   ※上記車両に電気自動車が含まれる場合は、その台数を記入してください。（０台） 
 

 

２ 申請者情報 

 

 

 

 

３ 支援金振込先（必ず裏面に通帳等の写しを貼付してください） 

令和８年度 振込先口座 
金融機関名 支店名 分類 口座番号（右詰めでお書きください） 

1.銀  行 

高 槻 2.信用金庫 

3.(   ) 

本・支店 

 桃 園 本・支所 

出張所 

1 普通 

2 当座 

3 その他 
９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ 

金融機関 

コード ０ ０ ０ ０ 
支店 

コード ９ ９ ９ 

口座名義 

(カタカナ) 
カブシキガイシヤ タカツキウンソウ 

※ 口座名義が法人名または代表者名と異なる場合は、以下の欄に代表者が署名・押印（認印）してください。 

 

上記口座に振り込むことを承諾します。 （代表者役職・氏名）                ㊞  

４ 添付資料 

  (1)一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業に係る経営許可書 

(2)通帳等の写し 

裏面も必ずご確認ください 
  

法人番号（法人のみ） ＊＊＊＊＊＊ 開業年月日   ２０●●年●月 ●日 

資本金（法人のみ） １，０００万円 従業員数 １５人 

ご担当者名（カタカナ） 総務課 タナカ 電話番号 072-674-7411 

※法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 

 

運 新 

住所は「主たる事業所」の住所を

ご記入ください。 

代表者様のフリガナ、ご生年月日

も忘れずご記入ください。 

代表者印（いわゆる丸印）

を押印してください。 

高槻市内の事業所に登録されてい

る車両台数から、裏面の金額表を参

考に申請額を記入してください。 

高槻市内の事業所に登録されてい

る車両台数から、裏面の金額表を参

考に申請額を記入してください。 

資本金 3 億円超かつ従業員 300 人

超の大企業は対象外です。 

口座番号は右詰め 

令和 8 年 6 月 15 日までに高槻市内での経営許可を取

得されているものが対象になります 

資本金 3 億円超かつ従業員 300 人

超の大企業は対象外です。 

記 入 例 ② 
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 ↓必ず通帳等の写しを貼付してください。 

 

  ※通帳等のコピー貼り付け欄（通帳は、表紙をめくった最初のページをコピーし貼り付けてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誓 約 事 項 
１ 令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金交付要綱を遵守します。 

２ 申請日現在、高槻市内で事業を継続して行っており、今後も事業継続を図ります。 

３ 申請台数は、令和８年３月３１日現在（４月１日以降の新規事業者は６月１５日日時点）で運輸局に登録されている台数

です。その他当申請書に記載の申請内容に偽りはありません。 

４ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等（以下「代表者等」という。）が、高槻市暴力団排除条例第２条

第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に規定する暴力団密接関係者ではありません。 

５ 上記４のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにそのことを市に届け出るとともに、該当の有無に関して調査が

必要となった場合には、高槻市が求める必要な情報及び資料（法人の役員名簿等）を遅滞なく提出します。 

６ 調査等の結果、上記４のいずれかに該当することが判明した場合は、要綱第９条に基づき、支援金の交付を取り消される

こと、及び要綱第１０条並びに第１１条に基づき、支援金の返還が必要なことを確認しています。 

７ 高槻市に提出した資料等を、市が大阪府警察本部又は高槻警察署へ提供し、意見を聴くことに同意します。 

８ 同一の事業者として支援金を二重に受給するなど、その他市長が不適正と認めるときは、交付要綱に基づく返還を行いま

す。 

 

【参考：車両区分について】道路運送車両法に基づき、運輸局に提出しているものに準じます。 

区 分 普通自動車 小型自動車 軽自動車 

構造 

車輪 4 輪以上 4 輪以上 3 輪 2 輪 3 輪以上 2 輪 

長さ(m) 

幅(m) 

高さ(m) 

小型自動車より 

大きいもの 

4.7 以下 

1.7 以下 

2.0 以下 

3 輪の軽自

動車より大

きいもの 

2 輪の軽自

動車より大

きいもの 

3.4 以下 

1.48 以下 

2.0 以下 

2.5 以下 

1.3 以下 

2.0 以下 

エンジンの 

総排気量(cc)※ 
同上 

660 をこえ

2,000 以下 

660 を 

こえる 

250 を 

こえる 
660 以下 

125 をこえ 

250 以下 

※ディーゼルエンジンの場合は排気量の適用なし。 

※牽引車（トラクター）については「普通自動車」として計上します。 

※被牽引車（トレーラー）については計上しません。 

※大型特殊自動車や小型特殊自動車、125cc 以下のバイクは対象外です。 

【参考：車両台数別交付金額表】 

  

 

 

貼 付 欄 

 

区分 台数 交付金額

1 0 10万円

2 1~10 40万円

3 11~20 80万円

4 21~30 120万円

5 31~40 160万円

6 41~50 200万円

7 51~60 240万円

8 61~ 280万円

表面３「支援金振込先」にご記入のうえ、 

預金通帳、または当座勘定照合表など口座情報が確認

できる紙面を添付してください。 

この金額表を参考にして表面の申請額を

記入してください。 
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様式第１―３号（第４条関係） 

 

令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金交付申請書兼請求書 

（貨物軽自動車運送事業者用） 

 

令和８年６月１５日 

（あて先）高 槻 市 長 

申請者  高槻市桃園町２番１号 

 ハナコ運送 

ﾌﾘｶﾞﾅ タカツキ ハナコ   

代表者   高槻 花子    

 

代表者の生年月日（西暦） １９＊＊年＊＊月＊＊日 

  

原油の供給が不安定になっていることの影響を受けているため、令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金

の支給を受けたいので、同支援金交付要綱第４条の規定により、次のとおり申請及び請求をします。なお、裏面（誓

約事項）記載事項について、その内容を確認したうえで、同意します。 

 

１ 交付申請額   ２００，０００円  

  保有車両台数 

 
 

 

２ 申請者情報 

 

 

 

３ 支援金振込先（いずれか１つにチェックを入れてください） 

☑①令和４年度と同じ口座（高槻銀行 口座番号＊＊＊＊）に振り込んでください。（裏面記入不要） 
 

□②令和４年度と異なる口座に振り込んでください。（裏面に振込先口座を記入・貼付してください） 

 

４ 添付資料 

  (1)貨物軽自動車運送事業経営届出書（控） 

(2)軽自動車の車検証の写しまたは軽自動車届出済証の写し【台数分】 

(3)通帳等の写し（３支援金振込先で②を選択した場合のみ） 

 

【参考：車両台数別交付金額表】 

 

  

代表者印 

㊞ 

運送事業用の軽自動車 ５台 （左のうち電気自動車：  ０台） 

資本金（法人のみ） 円 従業員数 ２人 

ご担当者名（カタカナ） スズキ 電話番号 072-674-7411 

軽４ 

この書類は令和８年３月３１日現在、高槻市内に運送事業所を有

する事業者のうち、令和４年度に「高槻市運送事業者物価高騰対策

支援金」をご申請いただいた方にお送りしています。 

上の内容をご確認のうえ、申請される方は代表者印（いわゆる丸

印）を押印のうえ、太枠の中をご記入いただき、ご返送ください。 

【申請期限】 

令和８年８月３１日（月）１７：００（郵便は当日消印有効） 

印 

→黄色の部分は必ず

ご記入・押印いただ

く項目です。 

→該当者のみご記入

いただきます。 

印字内容を修正する場合は同封の

「お知らせ」の裏面を参考に訂正・

添付してください。 

代表者印（いわゆる丸印）

を押印してください。 

高槻市内の事業所に登録されてい

る車両台数から、下の金額表を参考

に申請額を記入してください。 

高槻市内の事業所に登録されてい

る車両台数から、下の金額表を参考

に申請額を記入してください。 

資本金 3 億円超かつ従業員 300 人

超の大企業は対象外です。 

個人事業主は資本金記載不要。 

資本金 3 億円超かつ従業員 300 人

超の大企業は対象外です。 

①または②にチェックを入れてください。 

②の場合は裏面も必要です。 

記 入 例 ③ 

区分 台数 交付金額

軽1 0 5万円

軽2 1~10 20万円

軽3 11~20 40万円

軽4 21~30 60万円

軽5 31~40 80万円

軽6 41~50 100万円

軽7 51~60 120万円

軽8 61~ 140万円
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【振込口座を変更する方】 

令和８年度 振込先口座 
金融機関名 支店名 分類 口座番号（右詰めでお書きください） 

1.銀  行 

2.信用金庫 

3.(   ) 

本・支店 

本・支所 

出張所 
1 普通 

2 当座 

3 その他 
       

金融機関 

コード     
支店 

コード    

口座名義 

(カタカナ) 
 

※ 口座名義が法人名または代表者名と異なる場合は、以下の欄に代表者が署名・押印（認印）してください。 

 

上記口座に振り込むことを承諾します。 （代表者役職・氏名）                     ㊞  

  ↓ 口座を変更する方は、必ず通帳等の写しを貼付してください。 

 

 ※通帳等のコピー貼り付け欄（通帳は、表紙をめくった最初のページをコピーし貼り付けてください） 

 

 

 

 

貼 付 欄 

 

 

 

 

貼付書類：通帳等の写し（令和４年度に支援金の交付を受けた方で、口座を変更しない方は貼付不要） 

 

誓 約 事 項 
１ 令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金交付要綱を遵守します。 

２ 申請日現在、高槻市内で事業を継続して行っており、今後も事業継続を図ります。 

３ 申請台数は、令和８年３月３１日現在（４月１日以降の新規事業者は６月１５日時点）で運輸局に登録されている台数で

す。その他当申請書に記載の申請内容に偽りはありません。 

４ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等（以下「代表者等」という。）が、高槻市暴力団排除条例第２条

第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に規定する暴力団密接関係者ではありません。 

５ 上記４のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにそのことを市に届け出るとともに、該当の有無に関して調査が

必要となった場合には、高槻市が求める必要な情報及び資料（法人の役員名簿等）を遅滞なく提出します。 

６ 調査等の結果、上記４のいずれかに該当することが判明した場合は、要綱第９条に基づき、支援金の交付を取り消される

こと、及び要綱第１０条並びに第１１条に基づき、支援金の返還が必要なことを確認しています。 

７ 高槻市に提出した資料等を、市が大阪府警察本部又は高槻警察署へ提供し、意見を聴くことに同意します。 

８ 同一の事業者として支援金を二重に受給するなど、その他市長が不適正と認めるときは、交付要綱に基づく返還を行いま

す。 

 

【参考：車両区分について】道路運送車両法に基づき、運輸局に提出しているものに準じます。 

区 分 軽自動車 

構造 

車輪 3 輪以上 2 輪 

長さ(m) 

幅(m) 

高さ(m) 

3.4 以下 

1.48 以下 

2.0 以下 

2.5 以下 

1.3 以下 

2.0 以下 

エンジンの 

総排気量(cc)※ 
660 以下 

125 をこえ 

250 以下 

※ディーゼルエンジンの場合は排気量の適用なし。 

※125cc 以下のバイクは対象外です。 

 

  

表面３「支援金振込先」で②を選択された方は必ずご

記入のうえ、 

預金通帳、または当座勘定照合表など口座情報が確認

できる紙面を添付してください。 
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様式第１―４号（第４条関係） 

 

令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金交付申請書兼請求書 

（貨物軽自動車運送事業 新規申請者用） 

令和  年  月  日 

（あて先）高 槻 市 長 

 

住   所 
 

〒569-0067 

高槻市桃園町２－１ 

法人名・屋号・商号 
ハナコ運送 

（フリガナ） 

代表者役職・

氏名 

（ タカツキ ハナコ ） 

代表    高槻 太郎  ㊞   

生年月日 （西暦） １９●●年 ●月  ●日 

 
  

原油の供給が不安定になっていることの影響を受けているため、令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金

の支給を受けたいので、同支援金交付要綱第４条の規定により、次のとおり申請及び請求をします。なお、裏面（誓

約事項）記載事項について、その内容を確認したうえで、同意します。 

 

１ 交付申請額   ２００，０００円  

  保有車両台数 

 
 

 

２ 申請者情報 

 

 

 

 

 

３ 支援金振込先（必ず裏に通帳等の写しを貼付してください） 

令和８年度 振込先口座 
金融機関名 支店名 分類 口座番号（右詰めでお書きください） 

1.銀  行 

高 槻 2.信用金庫 

3.(   ) 

本・支店 

桃 園 本・支所 

出張所 

1 普通 

2 当座 

3 その他 
９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ 

金融機関 

コード ０ ０ ０ ０ 
支店 

コード ０ ０ ０ 

口座名義 

(カタカナ) 
タカツキ ハナコ 

※ 口座名義が法人名または代表者名と異なる場合は、以下の欄に代表者が署名・押印（認印）してください。 

 

上記口座に振り込むことを承諾します。 （代表者役職・氏名）                ㊞  

 

４ 添付資料 

  (1)貨物軽自動車運送事業経営届出書（控） 

(2)軽自動車の車検証の写しまたは軽自動車届出済証の写し【台数分】 

(3)通帳等の写し 

 

裏面も必ずご確認ください 
 

   

運送事業用の軽自動車 ５台 （左のうち電気自動車：  ０台） 

法人番号（法人のみ） ― 開業年月日    20＊＊年＊月＊＊日 

資本金（法人のみ） ―円 従業員数 2 人 

ご担当者名（カタカナ） スズキ 電話番号 072-674-7411 

軽・新 

※法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 

 代表者印（い

わゆる丸印）

を押印してく

ださい。 

高槻市内の事業所に登録されてい

る車両台数から、下の金額表を参考

に申請額を記入してください。 

高槻市内の事業所に登録されてい

る車両台数から、裏面の金額表を参

考に申請額を記入してください。 

資本金 3 億円超かつ従業員 300 人

超の大企業は対象外です。 

資本金 3 億円超かつ従業員 300 人

超の大企業は対象外です。 

6月 15日までに高槻市内での経営許可を取得されてい

るものが対象になります 

高槻市内の事業所に登録されている車両のみが対象と

なります。 

記 入 例 ④ 

住所は「主たる事業所」の住所を

ご記入ください。 

代表者様のフリガナ、ご生年月日

も忘れずご記入ください。 
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※通帳等のコピー貼り付け欄（通帳は、表紙をめくった最初のページをコピーし貼り付けてください） 

 

 

 

 

貼 付 欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誓 約 事 項 
１ 令和８年度高槻市運送事業者物価高対策支援金交付要綱を遵守します。 

２ 申請日現在、高槻市内で事業を継続して行っており、今後も事業継続を図ります。 

３ 申請台数は、令和８年３月３１日現在（４月１日以降の新規事業者は６月１５日時点）で運輸局に登録されている台数で

す。その他当申請書に記載の申請内容に偽りはありません。 

４ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等（以下「代表者等」という。）が、高槻市暴力団排除条例第２条

第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に規定する暴力団密接関係者ではありません。 

５ 上記４のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにそのことを市に届け出るとともに、該当の有無に関して調査が

必要となった場合には、高槻市が求める必要な情報及び資料（法人の役員名簿等）を遅滞なく提出します。 

６ 調査等の結果、上記４のいずれかに該当することが判明した場合は、要綱第９条に基づき、支援金の交付を取り消される

こと、及び要綱第１０条並びに第１１条に基づき、支援金の返還が必要なことを確認しています。 

７ 高槻市に提出した資料等を、市が大阪府警察本部又は高槻警察署へ提供し、意見を聴くことに同意します。 

８ 同一の事業者として支援金を二重に受給するなど、その他市長が不適正と認めるときは、交付要綱に基づく返還を行いま

す。 

 

【参考：車両区分について】              【参考：車両台数別交付金額表】 
区 分 軽自動車 

構造 

車輪 3 輪以上 2 輪 

長さ(m) 

幅(m) 

高さ(m) 

3.4 以下 

1.48 以下 

2.0 以下 

2.5 以下 

1.3 以下 

2.0 以下 

エンジンの 

総排気量(cc)※ 
660 以下 

125 をこえ 

250 以下 

※ディーゼルエンジンの場合は排気量の適用なし。 

※125cc 以下のバイクは対象外です。 

 

  

 

 

  

表面３「支援金振込先」にご記入のうえ、 

預金通帳、または当座勘定照合表など口座情報が確認

できる紙面を添付してください。 
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４．添付書類（見本） 
名称 用途 イメージ 

貨物軽自動車運送

事業経営届出書 

貨物軽自動車運送事業

者として様式１－３及び

様式１－４で申請する際

に添付してください。 

高槻市内の営業所・車庫

であることを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車検査証 

貨物軽自動車運送事業者

として様式１－３及び様

式１－４で申請する際に

添付してください。 

・自動車の種別（軽） 

・用途（貨物） 

・使用者住所（市内） 

を確認します。 

全台数分必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽自動車届出済証 

車検対象外である 125cc

超～250cc までのバイク

を事業に供している際に

添付してください。 

・住所（市内） 

・車両番号 

・用途 

を確認します。 

全台数分必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型

令和〇年〇月○日

近畿運輸局大阪運輸支局長

使用者の氏名又は名称 型

株式会社高槻商事 kg

住所 自家用

の別 自家用　・　　事業用

高槻市桃園町○○○○ 事業用

所有者の氏名又は名称

使用者に同じ

住所

使用者住所に同じ

使用の本拠の位置

使用者住所に同じ

用途の区分

備　　　考

人
最大積載量

軽 自 動 車 届 出 済 証
車両番号

車名及び型式

車台番号

原動機の型式

乗車定員
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許可書 

（一般貨物自動車

運送事業） 

一般貨物自動車運送事業

の経営許可を取得されて

いることを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般貨物自動車運

送事業経営許可申

請書（控） 

上記の許可を取得する際

に提出した申請書の控え

のうち、「事業計画」のペ

ージを提出していただき

ます。 

・資本金 

・主たる事務所または営

業所の位置 

・自動車の数 

を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


